
 

令和８年 4 月１日からの新料金規定となります。 

 

 

表 1                                          （単位：円）（  ）内は税込み金

額 

延床面積 

（㎡） 

省エネ基準の評価方法

による区分 
住戸基本料 ＋選択項目数×単価 

～200 以下 
全て標準計算 60,000（66,000） ＋選択項目数 

×1,000（1,100） その他の方法 45,000（49,500） 

200 超 
全て標準計算 75,000（82,500） ＋選択項目数 

×1,000（1,100） その他の方法 50,000（55,000） 

【特記事項】  

１ 長期使用構造確認併願の場合は、表 1「住戸基本料」に 5,000 円【税込み 5,500 円】を

加算した料金となります。 

２ 共同住宅等に区分される併用住宅若しくは兼用住宅（住戸数が 1 のものに限ります。）

の場合は、「延べ面積」を「住戸部分の面積」に読み替えること、また、表 1 の額に

20,000【税込 22,000】を加算した料金となります。 

３ 「全て標準計算」とは、外皮性能基準（以下「外皮性能」といいます。）及び一次エネ

ルギー消費性能基準（以下「一次エネ性能」といいます。）とも、性能基準（誘導基準を

含みます。）による方法をいい、「その他の方法」とは、外皮性能又は一次エネ性能の評

価方法のいずれかを標準計算若しくは仕様基準（誘導仕様基準を含みます。）による方法

又は全て仕様基準（誘導仕様基準を含みます。）による方法をいいます。 

４ 建築確認申請が他機関の場合の耐震等級に係る設計住宅性能評価において、建築物の

２以上の部分がエキスパンジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接

しているものは手数料表の金額の 50％増しとなります。（表２において同じとなりま

す。） 



５ 免震構造、限界耐力計算、丸太組構法、又はＣＬＴパネル工法による場合（これらの

構造が前号の規定を適用する場合を含みます。）は、見積りとなります。 

６ 電子申請の場合で、評価書（第１面に限ります。）を弊社指定の紙面にて交付を希望す

る場合は、１住戸当り 2,000 円【税込 2,200 円】となります。なお、共同住宅等におい

ても同じですが、上限は 100,000 円【税込 11,000 円】となります。 

７ 評価書の再交付の料金は１住戸当り 5,000 円【税込 5,500 円】とします。（共同住宅等

において同じとなります。） 

８ 本規定に定めのない事項又は、その他適用することが合理的でない事項については、

別途協議し定めることができます。（共同住宅等において同じとなります。） 

 

 

表２                           （単位：円）（ ）内は税込み

金額 

評価料金徴収額：住棟基本料+（戸当たりの基本料金+（選択料金×項目数）×住戸数） 

総住戸数 住棟基本料 戸当たり基本料 

20 戸以下 210,000（231,000） 4,000（4,400） 

21 戸～50 戸以下 270,000（297,000） 4,000（4,400） 

51 戸～80 戸以下 300,000（330,000） 3,500（3,850） 

81 戸～100 戸以下 350,000（385,000） 3,500（3,850） 

101 戸～150 戸以下 400,000（440,000） 3,000（3,300） 

151 戸～200 戸以下 450,000（495,000） 3,000（3,300） 

200 戸超 500,000（550,000） 3,000（3,300） 

【特記事項】  

１ 総住戸数に対して、一部の住戸のみ設計住宅性能評価を申請する場合は、「総住戸数」の欄に

該当する住棟基本料及び戸当たり基本料を適用します。 

２ 地上階数が３以下の木造の建築物（外階段等の部分のみ非木造としたものは除きます。）で、

次に掲げる評価条件を希望する場合は、住棟基本料又は戸当たり基本料は次によります。 

評価条件 

 

 

戸数 

劣化対策等級 2 以上 

5-1 及び 5-2 等級 4 以上の  

全て希望が条件 

劣化対策等級 2 以上のみ希望が条

件 

住棟基本料及び戸当たり基本料 住棟基本料及び戸当たり基本料 

20 戸以下 147,000（161,700）+4,000

（4,400） 

105,000（115,500）+2,000

（2,200） 

 

３ 次に定める全ての住戸の省エネ基準にかかる外皮性能及び一次エネ性能の評価方法が、下

表による組み合わせの場合は、本表中「住戸基本料」及び「戸当たり基本料」の課税前で算定し

た額に、下表右欄の数値を乗じた額に課税して徴収します。 

外皮性能及び一次性能の評価方法の組み合わせ 徴収額に乗ずる数値 



【外皮性能】性能基準又は誘導基準、 

【一次エネ性能】仕様基準又は誘導仕様基準 

0.9 

【外皮性能】仕様基準又は誘導仕様基準、 

【一次エネ性能】性能基準又は誘導基準 

0.8 

【外皮性能】及び【一次エネ性能】とも、仕様基準又は誘導仕様基

準 

0.7 

 

４ 選択料金は、表３中小項目一分野つき、600 円【税込 660 円】（「音環境に関すること」を選択す

る場合は、1,200 円【1,320 円】）となります。ただし、住戸タイプが多く、かつ、適用条件が多い場

合は、減額率 20％を上限として、その住戸数を勘案することができます。（建設評価において同

じとなります。）） 

５ 建築基準法第６条の２第１項の規定による確認申請又は同法第 18 条第４項の通知を併願す

る場合は、共同住宅等により算定した課税前の額に 0.9 を乗じた額に課税して徴収します。 

６ 建築物エネルギー消費性能適合性判定の提出若しくは通知を併願する場合は、共同住宅等に

より算定した課税前の額に 0.9 を乗じた額に課税して徴収します。 

７ 第５項と前項を併願する場合は、表２の規定により算定した課税前の額に 0.8 を乗じた額に課

税して徴収します。 

８ 型式部材等製造者認証住宅にかかる評価する場合は、共同住宅等の規定により算定した課税

前の額に 0.8 を乗じた額に課税して徴収します。 

９ 長期使用構造確認併願の場合は、共同住宅等「住棟基本料」の課税前で算定した額に、40,000

円を加算した額に課税して徴収します。 

10 設計住宅評価の変更申請の料金は、前各項を準用します。ただし、当機関で評価を行ったも

のについては、当該申請料金の１/２とします。 

11 グループホーム、寄宿舎等の評価料金は別途協議とします。 

 

表３ 選択項目     

 大項目 小項目 
適用 

一戸建ての住宅 共同住宅等 

1 構造の安定に関すること 1-2、1-4、1-5 ● ● 

2 火災時の安全に関すること 

2-1、2-5、2-6 ● ● 

2-4 地上階数 3 以上 

2-2、2-3、2-7 ― ● 

4 
維持管理・更新への配慮に関

すること 
4-4 ― 

共同住宅及び

長屋のみ 

6 空気環境に関すること 
6-1・6-2 ● ● 

6-6 建設評価のみ 

7 光・視環境に関すること 7-1、7-2 ● ● 

8 音環境に関すること 
8-1～8-3 ― ● 

8-4 ● ● 

9 9-1 ● ● 



高齢者等への配慮に関するこ

と 
9-2 ― ● 

10 防犯に関すること 10-1 ● ● 

 

 

 

表４                            （単位：円）（  ）内は税込み金額 

延床面積 料金 

～200 ㎡以内 92,500（101,750） ＋ 選択項目数×1,000（1,100）  

200 ㎡超 113,500（124,850） ＋ 選択項目数×1,000（1,100） 

 

表５               Ｎ＝検査回数  Ｍ＝住戸数           （単位：円）（ ）内は税込み

金額 

延べ面積 

評価料金徴収額：Ｎ(検査回数)×住棟基本料＋Ｍ(住戸数)×住戸基本

料 

Ｎ×住棟基本料 Ｍ×住戸基本料 

500 ㎡以下 Ｎ×50,000（55,000） Ｍ×4,000（4,400） 

500 ㎡超～1,000 ㎡以下 Ｎ×80,000（88,000） Ｍ×4,000（4,400） 

1,000 ㎡超～2,000 ㎡以下 Ｎ×90,000（99,000） Ｍ×4,000（4,400） 

2,000 ㎡超～5,000 ㎡以下 Ｎ×100,000（110,000） Ｍ×4,000（4,400） 

5,000 ㎡超～10,000 ㎡以下 Ｎ×120,000（132,000） Ｍ×4,000（4,400） 

10,000 ㎡超～15,000 ㎡以下 Ｎ×170,000（187,000） Ｍ×4,000（4,400） 

15,000 ㎡超～20,000 ㎡以下 Ｎ×220,000（242,000） Ｍ×4,000（4,400） 

20,000 ㎡超～25,000 ㎡以下 Ｎ×270,000（297,000） Ｍ×4,000（4,400） 

25,000 ㎡超～30,000 ㎡以下 Ｎ×320,000（352,000） Ｍ×4,000（4,400） 

30,000 ㎡超～50,000 ㎡以下 Ｎ×370,000（407,000） Ｍ×4,000（4,400） 

50,000 ㎡超 協議 協議 

Ｎ＝検査を行う回数は以下の表によります。 

階 N 

3 階以下     4 

4 階～9 階        5 

10 階～16 階        6 



以降 7 階ごとに N は 1 ずつ増加。階数は地階を含みます。 

 

【特記事項】 

１ 建設評価料金には「指定住宅紛争処理機関」への負担金を含みます。 

２ 「6-3 室内空気中の化学物質の濃度等」を選択する場合は、測定する住戸数及び特定測定物質の種

類を勘案した見積りとします。 

３ 建築基準法第 7 条の 2 第 1 項の検査及び同法第 7 条の 4 第 1 項（これらの規定を準用する法 18 条

21 項及び同条第 29 項の規定による検査を含む。）の検査の申請を行う場合は、本表により算定した額

に 0.9 を乗じた額とします。 

４ 建設評価の軽微な変更（変更申告書）において下記の内容に類する場合は別途評価料金を加算する。

なお、評価料金については協議とします。 

① 構造計算等の再検討 

② 5-1 又は 5-2 に係る再計算 

③ 7-1 又は 7-2 の変更 

④ 8-1 又は 8-2 の変更 

５ 建設住宅の評価の変更申請の料金は、前各項を準用します。ただし、当機関で評価を行ったものにつ

いては、当該申請料金の１/２とします。 

６ 当該検査場所が遠隔となる場合は「遠隔地割増手数料規程」に基づき別途遠隔地割増手数料を加算し

ます。 

７ 設計評価を当センター以外で行ったものについての建設評価料金は、上記表の料金に１．５を乗じた額

とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


